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Ｊ Ｃ Ｓ Ｓ  技 術 的 要 求 事 項 適 用 指 針  

登 録 に係 る区 分 ： 力   

校 正 手 法 の区 分 の呼 称 ： 力 計  
 

０ ．  序 文  
この技 術 的 要 求 事 項 適 用 指 針 （ 以 下 、「 適 用 指 針 」 という） は、Ｊ Ｃ Ｓ Ｓ において登 録 の要

件 として用 いる IS O/ IE C 170 25（ J IS  Q  1 702 5） に規 定 されている技 術 的 要 求 事 項 の明 確

化 及 び解 釈 を次 の適 用 範 囲 について示 すことを目 的 としている。  

 

１ ．  適 用 範 囲  
この適 用 指 針 は、Ｊ Ｃ Ｓ Ｓ における登 録 に係 る区 分 「 力 」 のうち、校 正 手 法 の区 分 の呼 称

「 力 計 」 について定 める。  

 

２ ．  引 用 規 格 及 び関 連 文 書  
２ ． １  引 用 規 格  

IS O/ I EC 17 02 5 :2 01 7（ J IS  Q 17 025： 2 018） 試 験 所 及 び校 正 機 関 の能 力 に関 する一 般 要

求 事 項  

IS O/ I EC 17 04 3(J IS  Q  170 43 )適 合 性 評 価  — 技 能 試 験 に対 する一 般 要 求 事 項  —  

IS O/ I EC Gu id e  9 9 : In t e rn a t i o na l  voca bu l a ry  o f  m e t ro lo gy  — B as i c  a nd  gen e ra l  

conce p ts  an d  ass oc ia t ed  te rms  (V IM )  

(国 際 計 量 計 測 用 語 -基 本 及 び一 般 概 念 並 びに関 連 用 語 - )  

IS O/ I EC Gu id e  9 8 -3 : Unce r ta i n ty  o f  me asu re men t  — P ar t  3 :  Guid e  to  the  

exp ress io n  o f  unc er ta i n ty  i n  m eas ureme nt  (GUM )  

（ 測 定 における不 確 かさの表 現 のガイド）  

IS O 3 76 :20 11  Met a l l i c  m a te r i a l s  —  Ca l i b ra t i on  o f  f o rc e -p ro v ing  i ns t rum en ts  

used  fo r  th e  v e r i f i ca t i on  o f  un i ax ia l  tes t i ng  mach i nes  

金 属 材 料  — 一 般 荷 重 試 験 機 の検 定 用 弾 性 荷 重 検 査 機 の校 正  

J IS  B  77 28  一 軸 試 験 機 の検 証 に使 用 する力 計 の校 正 方 法  

ASTM  E7 4  S tan da rd  p rac t i ce  o f  c a l i b ra t i on  o f  f o rc e -me asu r ing  i ns t rume nts  

fo r  ve r i f y i ng  th e  fo rce  i nd i ca t i on  o f  t es t i ng  m ach in es  

IS O 7 50 0-1  Met a l l i c  M a te r i a l s  —  Ca l i b ra t i on  an d  v e r i f i ca t i on  o f  s ta t i c  

un iax i a l  t es t i ng  mac h ines  — P a r t  1 :  Tens io n /com press ion  

tes t i ng  mac h ines  —  Ca l i b ra t i on  an d  v e r i f i ca t i on  o f  th e  f o rce -

meas ur i ng  sys te m  

J IS  B  77 21  引 張 試 験 機 ・ 圧 縮 試 験 機  －  力 計 測 系 の校 正 方 法 及 び検 証 方 法  

J IS  B  76 09  分 銅  

J IS  Z  810 3  計 測 用 語  

J IS  Z  870 3  試 験 場 所 の標 準 状 態  

 

２ ． ２  関 連 文 書  
URP 23  IAJap an測 定 のトレーサビリティに関 する方 針  

JCG20 0  校 正 における測 定 の不 確 かさの評 価  
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JCRP 21  Ｊ Ｃ Ｓ Ｓ 登 録 及 び認 定 の一 般 要 求 事 項  

JCG20 4S1 1  Ｊ Ｃ Ｓ Ｓ  不 確 かさの見 積 もりに関 するガイド（ 力 ／ 力 計 ）  

JCG23 00 1  Ｊ Ｃ Ｓ Ｓ 重 力 加 速 度 値 の使 用 に関 する技 術 指 針  

JCG23 00 2  Ｊ Ｃ Ｓ Ｓ 重 力 加 速 度 値 の使 用 に関 する不 確 かさガイド  

力 計 校 正 機 関 のためのガイドライン、力 標 準 トレーサビリティ連 絡 会 議 編    (1 998 )  

 

３ ．  用 語  
1)  この適 用 指 針 の用 語 は、 IS O/ I EC 17 02 5 :2 01 7(J IS  Q 17 025 :2 01 8)、 IS O/ IE C 1 70 43

（ J IS  Q  17 043） 、 IS O/ I EC 170 11（ J IS  Q 1 70 1 1） 、VI M、 GUM及 びJ IS  Z  870 3の該 当 す

る定 義 並 びに、校 正 方 法 に応 じてJ IS  B  772 8（ IS O 37 6） 、AS TM  E7 4及 びJ IS  B  7 72 1

（ IS O 75 00 -1） の該 当 する定 義 を適 用 する。  

2 )  この適 用 指 針 では、 3項 1 )に加 え、次 の用 語 の定 義 を適 用 する。  

特 定 二 次 標 準 器 :  特 定 標 準 器 （ 力 標 準 機 ） により校 正 された実 荷 重 式 、こうかん式 、油 圧

式 及 びビルドアップ式 の力 基 準 機 。一 般 にJ IS  B  772 8による方 法 、 I S O 

376による方 法 及 びAS TM E7 4による方 法 において適 用 されるが、J IS  B  

772 1に準 じる方 法 、 IS O 750 0-1に準 じる方 法 においても適 用 することを

排 除 しない。  

参 照 標 準 ：  J IS  B  77 28による方 法 、 IS O 3 76による方 法 及 びASTM  E7 4による方 法

においては力 基 準 機 であり、 ( 1 )J CSS校 正 された重 錘 の質 量 値 と重 力

加 速 度 の公 知 の定 数 値 を基 に、実 現 する校 正 力 を校 正 事 業 者 が自 ら

組 立 量 として評 価 した実 荷 重 式 、こうかん式 及 び油 圧 式 のもの、あるい

は、 ( 2 )J CSS校 正 された基 準 力 計 の校 正 値 を基 に、実 現 する校 正 力 を

校 正 事 業 者 が自 ら組 立 量 として評 価 したビルドアップ式 のもの。  

J IS  B  77 21に準 じる方 法 、 IS O 7 50 0-1に準 じる方 法 においては、JCS S

校 正 されたおもり又 は力 計 。力 基 準 機 を保 有 しない登 録 事 業 者 にあって

は常 用 参 照 標 準 を意 味 する。  

校 正 用 機 器 ：  力 計 の校 正 に使 用 する特 定 二 次 標 準 器 又 は参 照 標 準 （ 力 基 準 機 ） 以

外 の器 具 、機 械 又 は装 置 であって校 正 の不 確 かさに直 接 影 響 を与 える

もの  

校 正 用 支 援 機 器 ：  力 計 の校 正 に使 用 する特 定 二 次 標 準 器 又 は参 照 標 準 以 外 の器 具 、機

械 又 は装 置 であって校 正 の不 確 かさに直 接 影 響 を与 えないもの  

管 理 用 機 器 ：  特 定 二 次 標 準 器 、参 照 標 準 、校 正 用 機 器 、校 正 用 支 援 機 器 の維 持 管

理 に使 用 する機 器  

 

４ ．  参 照 標 準  
４ ． １  特 定 標 準 器 による特 定 二 次 標 準 器 の校 正 範 囲  

圧 縮 力 にあっては10  N以 上 1 0  M N以 下 、引 張 力 にあっては10  N以 上 1  MN以 下 である。  

 

４ ． ２  特 定 二 次 標 準 器 又 は参 照 標 準 による校 正 の範 囲  
４ ． ２ ． １  校 正 対 象 機 器  

1 )  Ｊ Ｃ Ｓ Ｓ 力 計 の校 正 事 業 における校 正 を行 う対 象 機 器 は、下 記 のものとする。  

【 J IS  B 7 72 8による方 法 、 ISO 376による方 法 及 びASTM E 74による方 法 】  

各 規 格 が規 定 する力 計 であり、環 状 ばね型 力 計 、容 積 型 力 計 、ロードセル、あるいはその他
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の力 計 。  

【 J IS  B 7 72 1に準 じる方 法 、 ISO 75 00 -1に準 じる方 法 】  

力 計 のうち、一 軸 試 験 機 の力 測 定 系 の校 正 にトランスファ標 準 器 として用 いられる力 計 を除

いたもの。  

2 )  力 計 の校 正 は、力 変 換 器 と指 示 装 置 を一 体 として行 うことを原 則 とするが、以 下 の場 合 に

は、力 変 換 器 のみの校 正 を行 ってもよい。  

【 J IS  B 7 72 8による方 法 、 ISO 376による方 法 及 びASTM E 74による方 法 】  

校 正 依 頼 者 の保 有 する指 示 装 置 と同 等 の性 能 を有 する指 示 装 置 を使 用 し、双 方 の指 示 装

置 が国 際 単 位 系 へのトレーサビリティを確 保 されている場 合  

【 J IS  B 7 72 1に準 じる方 法 、 ISO 75 00 -1に準 じる方 法 】  

校 正 結 果 の不 確 かさに加 え、校 正 依 頼 者 が指 示 装 置 を交 換 することによる不 確 かさ要 因 を

適 宜 考 慮 することを前 提 としている場 合  

 

４ ． ２ ． ２  校 正 の範 囲  

【 J IS  B 7 72 8による方 法 、 ISO 376による方 法 及 びASTM E 74による方 法 】  
力 計 の登 録 校 正 事 業 においては、力 の国 家 標 準 にトレーサブルな試 験 所 との間 で試 験 所

間 比 較 による技 術 能 力 の確 認 ができる範 囲 内 でのみ事 業 範 囲 を設 定 することができる。すな

わち、圧 縮 力 にあっては1 00  mN以 上 3 0  MN以 下 、引 張 力 にあっては1  N以 上 3  M N以 下 で

ある。ただし、参 照 標 準 の力 基 準 機 が実 現 しようとする校 正 力 の不 確 かさw 1 が、比 較 対 象 と

なる試 験 所 の校 正 力 の不 確 かさw 1 と等 しいかより大 きい場 合 に限 る。  

【 J IS  B 7 72 1に準 じる方 法 、 ISO 75 00 -1に準 じる方 法 】  
原 則 として、圧 縮 力 にあっては10  m N 以 上  30  MN 以 下 、引 張 力 にあっては10  m N 以

上  3  M N 以 下 とする。  

ただし、技 術 的 に妥 当 であると認 められる場 合 は、上 記 の校 正 範 囲 を超 えて、校 正 範 囲 の

拡 大 を行 うことができる。  

(注 １ )  校 正 範 囲 の拡 大 の方 法 は、技 術 的 に確 立 された方 法 であり、範 囲 の拡 大 に伴 う不

確 かさ算 出 が可 能 な方 法 であること。  

(注 ２ )  校 正 範 囲 の拡 大 を行 う場 合 は、校 正 方 法 の妥 当 性 確 認 について文 書 化 すること。  

 

４ ． ３  特 定 二 次 標 準 器 及 び参 照 標 準 の校 正 周 期 及 び定 期 管 理  
４ ． ３ ． １  特 定 二 次 標 準 器 の校 正 周 期  

校 正 実 施 日 （ 校 正 が複 数 日 に跨 る場 合 は最 終 日 ） の翌 月 の一 日 から起 算 して、実 荷 重

式 、こうかん式 及 び油 圧 式 の力 基 準 機 は5年 、ビルドアップ式 の力 基 準 機 は2年 とする。  

ただし、校 正 事 業 者 が特 定 二 次 標 準 器 について定 期 的 な検 証 を行 うなかで、特 定 二 次 標 準

器 に異 常 等 が検 出 された場 合 は、上 記 、校 正 の期 間 内 であっても特 定 標 準 器 による校 正 を

受 けなければならない。  

４ ． ３ ． ２  参 照 標 準 の校 正 周 期  

1 )  校 正 事 業 者 が自 ら組 立 量 として評 価 した実 荷 重 式 、こうかん式 及 び油 圧 式 の力 基 準 機 の

校 正 周 期 は、以 下 のとおりとする。  

・ 力 基 準 機 に常 時 内 蔵 され防 塵 ・ 防 湿 された状 態 で使 用 する重 錘 の質 量 ： 30年  

・ 力 基 準 機 から頻 繁 に取 り外 したり手 動 で取 り扱 ったりする重 錘 （ こうかん式 力 基 準 機 の増 し

おもりなど） の質 量 ： 5年  

なお、力 基 準 機 の設 置 場 所 の重 力 加 速 度 は、相 対 値 で1 0 - 6 の桁 までは安 定 しており公 知 の
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定 数 と見 做 せるので、近 隣 の重 力 基 準 点 を参 照 して比 較 測 定 あるいは補 間 推 算 により、力

基 準 機 の設 置 後 に少 なくとも一 度 評 価 していればよい。  

2 )  校 正 事 業 者 が自 ら組 立 量 として評 価 したビルドアップ式 の力 基 準 機 の校 正 周 期 は、以 下 の

とおりとする。  

・ 力 基 準 機 に内 蔵 された基 準 力 計 ： 26ヶ月  

3 )  JCSS校 正 されたおもりの校 正 周 期 は、以 下 のとおりとする。  

・ J IS  B  7 72 1に準 じる方 法 、 IS O 7 50 0-1に準 じる方 法 で使 用 するおもり： 5年  

4 )  JCSS校 正 された力 計 の校 正 周 期 は、以 下 のとおりとする。  

・ J IS  B  7 72 1に準 じる方 法 、 IS O 7 50 0-1に準 じる方 法 で使 用 する力 計 ： 26ヶ月  

5 )  校 正 事 業 者 が参 照 標 準 について定 期 的 な点 検 ・ 検 証 を行 うなかで、参 照 標 準 に異 常 等 が

検 出 された場 合 は、上 記 の期 間 内 であっても、重 錘 、おもり、力 計 について、質 量 あるいは力

のＪ Ｃ Ｓ Ｓ 校 正 事 業 者 による校 正 を受 けなければならない。  

6 )  校 正 事 業 者 が自 ら組 立 量 として評 価 した参 照 標 準 の力 基 準 機 はすべて、少 なくとも1年

に一 度 は管 理 用 力 計 を用 いて経 年 変 化 を監 視 する定 期 管 理 （ 中 間 チェック） を行 うこと。  

7 )  校 正 事 業 者 が自 ら組 立 量 として評 価 した参 照 標 準 の力 基 準 機 はすべて、JCSS校 正 事

業 の登 録 を更 新 する4年 のうちに一 度 は、力 の国 家 標 準 にトレーサブルな試 験 所 （ 特 定 標 準

器 である力 標 準 機 を排 除 しない） との間 で試 験 所 間 比 較 を行 って、自 ら組 立 量 として評 価 し

た力 基 準 機 が実 現 する校 正 力 の不 確 かさが妥 当 であることを確 認 すること。このとき、参

照 標 準 の力 基 準 機 が実 現 しようとする校 正 力 の不 確 かさw 1 は、比 較 対 象 となる試 験 所 の校

正 力 の不 確 かさw 1 と等 しいかより大 きいこと。試 験 所 との比 較 は、原 則 として、力 基 準 機 ごと

にその校 正 範 囲 （ 圧 縮 と引 張 も区 別 ） をそれぞれカバーできる2台 以 上 の仲 介 器 を用 いて行 う

こと。  

(注 １ )  試 験 所 間 比 較 の仲 介 器 とそれに付 与 された参 照 値 は、定 格 容 量 の隣 り合 う二 つの

力 基 準 機 の間 では、共 用 してもよい。  

(注 ２ )  過 去 4年 間 のうちにＪ Ｃ Ｓ Ｓ 技 能 試 験 などで力 標 準 機 との比 較 実 績 のある力 範 囲 に

ついては、改 めての比 較 は不 要 である。  

ただし、力 基 準 機 導 入 後 に一 度 は、 1年 以 上 の期 間 に渡 り比 較 対 象 の試 験 所 との間 で複 数

回 の比 較 を繰 り返 して、主 張 する校 正 力 の不 確 かさの範 囲 内 で、その力 基 準 機 の全 校 正 範

囲 における比 較 対 象 装 置 との整 合 性 を実 証 するデータ、並 びに圧 縮 側 と引 張 側 との同 等 性

を実 証 するデータを取 得 してある力 基 準 機 については、圧 縮 側 か引 張 側 のどちらか一 方 で仲

介 器 を1台 だけ用 いて比 較 対 象 装 置 との間 で試 験 所 間 比 較 を行 う形 態 に簡 略 化 してもよい。  

 

４ ． ４  特 定 二 次 標 準 器 及 び参 照 標 準 の具 備 条 件  
４ ． ４ ． １  力 基 準 機 にかかる、特 定 二 次 標 準 器 と参 照 標 準 の共 通 事 項  

力 基 準 機 による負 荷 の方 向 と力 計 の受 感 軸 の方 向 との一 致 度 （ 耐 圧 盤 の水 平 度 、引 張

ジグの中 心 軸 の一 致 度 、負 荷 時 の変 形 による入 力 方 向 の傾 き等 ） が、使 用 する力 の全 範 囲

において必 要 な精 度 で確 保 できるよう、構 造 は堅 牢 であること。  

負 荷 機 構 は、摩 擦 などによる負 荷 の損 失 がない、或 いは校 正 結 果 に重 大 な影 響 を及 ぼさ

ない程 度 に十 分 小 さくなる構 造 であること。  

【 ASTM E 74による方 法 にかかる注 記 】  

ASTM  E7 4では、実 荷 重 式 の力 基 準 機 を「 一 次 標 準 」 、油 圧 式 ・ こうかん式 ・ ビルドアップ式

の力 基 準 機 を「 二 次 標 準 」 として区 別 していることに留 意 する。  

４ ． ４ ． ２  特 定 二 次 標 準 器 の具 備 条 件  
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1)  実 荷 重 式 力 基 準 機  

特 定 二 次 標 準 器 の力 基 準 機 の重 錘 は、その質 量 値 がＪ Ｃ Ｓ Ｓ 登 録 事 業 者 又 は国 立 研 究

開 発 法 人 産 業 技 術 総 合 研 究 所 により質 量 の国 家 標 準 にトレーサビリティが確 保 された校 正

がなされていること。  

設 置 場 所 の重 力 加 速 度 が、近 隣 の重 力 基 準 点 を参 照 した比 較 測 定 あるいは補 間 推 算 に

より必 要 な精 度 で決 定 されていること。  

2 )  こうかん式 力 基 準 機  

特 定 二 次 標 準 器 の力 基 準 機 の重 錘 は、その質 量 値 がＪ Ｃ Ｓ Ｓ 登 録 事 業 者 又 は国 立 研 究

開 発 法 人 産 業 技 術 総 合 研 究 所 により計 量 法 に基 づくトレーサビリティが確 保 された校 正 がな

されていること。負 荷 及 び除 荷 を手 動 で行 う方 式 の力 基 準 機 にあっては、重 錘 はＪ Ｃ Ｓ Ｓ 登 録

事 業 者 により４ ． ３ ． １ に規 定 の力 基 準 機 と同 じ校 正 周 期 で、校 正 されていること。  

設 置 場 所 の重 力 加 速 度 が、近 隣 の重 力 基 準 点 を参 照 した比 較 測 定 あるいは補 間 推 算 に

より必 要 な精 度 で決 定 されていること。  

こうかん比 は、長 さの計 量 法 トレーサブルな測 長 器 を使 った測 定 に基 づいて評 価 されている

こと、あるいは力 の計 量 法 トレーサブルな力 計 を用 いた測 定 に基 づいて評 価 されていること。こ

うかん比 は、力 依 存 性 のない定 数 又 は力 依 存 性 のある係 数 のいずれかで評 価 してあること。  

3 )  油 圧 式 力 基 準 機  

特 定 二 次 標 準 器 の力 基 準 機 の重 錘 は、その質 量 値 がＪ Ｃ Ｓ Ｓ 登 録 事 業 者 又 は国 立 研 究

開 発 法 人 産 業 技 術 総 合 研 究 所 により計 量 法 に基 づくトレーサビリティが確 保 された校 正 がな

されていること。  

設 置 場 所 の重 力 加 速 度 が、近 隣 の重 力 基 準 点 を参 照 した比 較 測 定 あるいは補 間 推 算 に

より必 要 な精 度 で決 定 されていること。  

力 の増 幅 率 を決 定 するために、油 圧 シリンダーの断 面 積 比 、真 円 度 （ 少 なくとも４ 方 向 の

直 径 ） 、円 筒 度 （ 少 なくとも軸 方 向 の３ ヶ所 ） 、負 荷 時 の変 形 による増 幅 率 の変 化 のデータ等

が、長 さについて計 量 法 に基 づくトレーサビリティが確 保 された測 長 器 を使 った測 定 に基 づい

て評 価 されていること、あるいは力 について計 量 法 に基 づくトレーサビリティが確 保 された力 計

を用 いた測 定 に基 づいて評 価 されていること。力 の増 幅 率 は、力 依 存 性 のない定 数 又 は力 依

存 性 のある係 数 のいずれかで評 価 してあること。  

4 )  ビルドアップ式 力 基 準 機  

基 準 力 計 は、４ ． ３ ． １ に規 定 の特 定 二 次 標 準 器 の校 正 周 期 で、力 基 準 機 全 体 に対 する

特 定 標 準 器 による校 正 を受 ける前 に、力 の特 定 二 次 標 準 器 又 は参 照 標 準 にトレーサブルな

形 で校 正 されていること。その性 能 は、J IS  B  7 72 8に規 定 された1級 の諸 特 性 を満 たすかそれ

よりよいこと。またそのほかの特 性 （ 温 度 係 数 、長 期 安 定 性 ） も評 価 されていること。  

４ ． ４ ． ３  参 照 標 準 の具 備 条 件  

1 )  実 荷 重 式 力 基 準 機  

参 照 標 準 の力 基 準 機 の重 錘 は、４ ． ３ ． ２ に規 定 の校 正 周 期 で、その質 量 値 がＪ Ｃ Ｓ Ｓ 登

録 事 業 者 により質 量 の国 家 標 準 にＪ Ｃ Ｓ Ｓ トレーサブルな形 で校 正 されていること。  

設 置 場 所 の重 力 加 速 度 が、近 隣 の重 力 基 準 点 を参 照 した比 較 測 定 あるいは補 間 推 算 に

より必 要 な精 度 で決 定 されていること。  

2 )  こうかん式 力 基 準 機  

参 照 標 準 の力 基 準 機 の重 錘 は、４ ． ３ ． ２ に規 定 の校 正 周 期 で、その質 量 値 がＪ Ｃ Ｓ Ｓ 登

録 事 業 者 により質 量 の国 家 標 準 にＪ Ｃ Ｓ Ｓ トレーサブルな形 で校 正 されていること。  

設 置 場 所 の重 力 加 速 度 が、近 隣 の重 力 基 準 点 を参 照 した比 較 測 定 あるいは補 間 推 算 に
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より必 要 な精 度 で評 価 されていること。  

こうかん比 が、長 さの国 家 標 準 にトレーサブルな測 長 器 を使 った測 定 に基 づいて評 価 されて

いること、あるいは力 の国 家 標 準 にトレーサブルな力 計 を用 いた測 定 に基 づいて評 価 されてい

ること。こうかん比 は、力 依 存 性 のない定 数 又 は力 依 存 性 のある係 数 のいずれかで評 価 して

あること。  

3 )  油 圧 式 力 基 準 機  

参 照 標 準 の力 基 準 機 の重 錘 は、４ ． ３ ． ２ に規 定 の校 正 周 期 で、その質 量 値 がＪ Ｃ Ｓ Ｓ 登

録 事 業 者 により質 量 の国 家 標 準 にＪ Ｃ Ｓ Ｓ トレーサブルな形 で校 正 されていること。  

設 置 場 所 の重 力 加 速 度 が、近 隣 の重 力 基 準 点 を参 照 した比 較 測 定 あるいは補 間 推 算 に

より必 要 な精 度 で決 定 されていること。  

力 の増 幅 率 が、油 圧 シリンダーの断 面 積 比 、真 円 度 （ 少 なくとも４ 方 向 の直 径 ） 、円 筒 度

（ 少 なくとも軸 方 向 の３ ヶ所 ） 、負 荷 時 の変 形 による増 幅 率 の変 化 のデータ等 について、長 さ

の国 家 標 準 トレーサブルな測 長 器 を使 った測 定 に基 づいて評 価 されていること、あるいは力 の

国 家 標 準 にトレーサブルな力 計 を用 いた測 定 に基 づいて評 価 されていること。力 の増 幅 率 は、

力 依 存 性 のない定 数 又 は力 依 存 性 のある係 数 のいずれかで評 価 してあること。  

4 )  ビルドアップ式 力 基 準 機  

基 準 力 計 は、４ ． ３ ． ２ に規 定 の校 正 周 期 で、力 の国 家 標 準 にＪ Ｃ Ｓ Ｓ トレーサブルな形 で

校 正 されていること。その性 能 は、J IS  B  7 72 8に規 定 された1級 の諸 特 性 を満 たすかそれより

よいこと。またそのほかの特 性 （ 温 度 係 数 、長 期 安 定 性 ） も評 価 されていること。  

（ 参 考 ） 力 基 準 機 の設 置 場 所 における重 力 加 速 度 の値 の評 価 に関 しては、「 JCG2 30 01  Ｊ

Ｃ Ｓ Ｓ 重 力 加 速 度 値 の使 用 に関 する技 術 指 針 」 及 び「 JCG23 002  Ｊ Ｃ Ｓ Ｓ 重 力 加

速 度 値 の使 用 に関 する不 確 かさガイド」 を参 照 。  

5 )  おもり  

J IS  B  77 21に準 じる方 法 、 IS O 7 50 0-1に準 じる方 法 で使 用 するおもりは、J IS  B  77 21に

規 定 するおもりであること。  

校 正 実 施 場 所 の重 力 加 速 度 が、近 隣 の重 力 基 準 点 との比 較 測 定 、近 隣 の複 数 の重 力

基 準 点 を参 照 した補 間 計 算 、あるいは重 力 計 による絶 対 測 定 により必 要 な精 度 で求 められ

ていること。  

（ 注 ） おもりを維 持 ・ 管 理 するためには、公 称 質 量 の等 しいおもりを複 数 組 保 有 することが望 ま

しい。  

（ 注 ） 校 正 場 所 における重 力 加 速 度 の値 の評 価 に関 しては、「 JCG230 01  Ｊ Ｃ Ｓ Ｓ 重 力 加

速 度 値 の使 用 に関 する技 術 指 針 」 及 び「 JCG23 002  Ｊ Ｃ Ｓ Ｓ 重 力 加 速 度 値 の使 用 に

関 する不 確 かさガイド」 を参 照 。  

6 )  力 計  

J IS  B  77 21に準 じる方 法 、 IS O 7 50 0-1に準 じる方 法 で使 用 する力 計 は、 J IS  B  77 28に

規 定 する力 計 であること。力 計 は、力 変 換 器 と指 示 装 置 の組 合 せであること。  

 

５ ．  設 備  
５ ． １  特 定 二 次 標 準 器  

1)  特 定 二 次 標 準 器 の力 基 準 機 は、４ ． ３ ． １ に規 定 された力 の特 定 標 準 器 による校 正 の他

に、その性 能 を適 切 に維 持 するための定 期 検 証 及 び点 検 ・ 修 理 を含 む日 常 の保 守 管 理 を行

わなければならない。  

2 )  特 定 二 次 標 準 器 の定 期 検 証 は、次 のようなものによることが望 ましい。  
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ア )  複 数 の特 定 二 次 標 準 器 を有 しており、それらが重 複 した測 定 範 囲 を有 する場 合 には、

管 理 用 力 計 を用 いた重 複 範 囲 の測 定 比 較  

イ )  特 定 二 次 標 準 器 の定 格 容 量 に対 応 した管 理 用 力 計 による経 年 変 化 の監 視  

特 定 標 準 器 による特 定 二 次 標 準 器 の校 正 を受 けた後 短 期 間 のうち（ 例 えば1ヶ月 以

内 ） に、特 定 二 次 標 準 器 により管 理 用 力 計 を校 正 し、監 視 の基 点 となる初 期 値 を定 め

ておくことが望 ましい。  

ウ )  Ｊ Ｃ Ｓ Ｓ 技 能 試 験 への参 加 又 は他 の登 録 校 正 機 関 との試 験 所 間 比 較  

3 )  特 定 二 次 標 準 器 の定 期 校 正 、検 証 及 び点 検 ・ 修 理 の履 歴 を維 持 するために、個 票 を作

成 すること。  

（ 参 考 ） 個 票 には、容 量 、形 式 、ステップ、製 造 番 号 、所 在 地 、校 正 ・ 点 検 ・ 故 障 修 理 ・ 改 造

等 の実 施 の履 歴 、製 造 者 名 等 を記 入 する。  

力 基 準 機 の保 守 管 理 の例 を表 １ に示 す。  

表 １  力 基 準 機 の保 守 管 理  

機 種  内 容  

全 機 種 共 通  

  負 荷 機 構 の水 平 ・ 平 行 性  

  ボルト・ ナット、アンカボルトのゆるみ  

  耐 圧 盤 の傷 ・ 摩 耗  

  配 管 、配 線 のゆるみ  

  電 源 の確 認 （ 電 圧 、欠 相 等 ）  

  モータの回 転 方 向 ・ 異 音 ・ 発 熱  

  摺 動 部 の注 油  

  力 基 準 機 に使 用 する増 しおもりは定 期 的 に校 正 する（ ５ 年 が目 安 とな

る）  

  防 錆 対 策  

実 荷 重 式  

  解 体 が困 難 なものは塵 埃 、異 物 等 を重 錘 に付 着 させない対 策  

（ 小 容 量 のものほど大 切 ）  

  重 錘 が他 の部 分 と接 触 していないか点 検  

  重 錘 吊 り上 げ時 中 心 の狂 いを生 じないか点 検  

こうかん式  
  てこ系 の感 度 確 認 （ ナイフエッジの摩 耗 ・ 損 傷 ）  

  内 蔵 重 錘 については実 荷 重 式 に同 じ  

油 圧 式  

  作 動 油 、ポンプ、バルブ類 のメンテナンス  

  内 蔵 重 錘 については実 荷 重 式 に同 じ  

  油 圧 の感 度 確 認  

ビルドアップ式  
  負 荷 装 置 のメンテナンス  

  基 準 ロードセルの取 り扱 い及 び管 理  
 

５ ． ２  参 照 標 準  
1)  参 照 標 準 は、４ ． ３ ． ２ に規 定 の校 正 周 期 で、重 錘 、おもりあるいは力 計 が、それぞれの国 家

標 準 にトレーサブルな形 で校 正 されていなければならない。  

2 )  参 照 標 準 のうち力 基 準 機 は、４ ． ３ ． ２ に規 定 の方 法 と頻 度 で定 期 管 理 （ 中 間 チェック） 及 び

力 の国 家 標 準 にトレーサブルな試 験 所 との間 での試 験 所 間 比 較 がなされていなければならな
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い。また、この定 期 管 理 及 び試 験 所 間 比 較 に加 えて、複 数 の力 基 準 機 を有 しており、それら

が重 複 した測 定 範 囲 を有 する場 合 には、管 理 用 力 計 を用 いた重 複 範 囲 の測 定 比 較 も行 うこ

とが望 ましい。  

3 )  参 照 標 準 のうち力 基 準 機 について、定 期 校 正 、検 証 及 び点 検 ・ 修 理 の履 歴 を維 持 するため

に、個 票 を作 成 すること。  

（ 参 考 ） 個 票 には、容 量 、形 式 、ステップ、製 造 番 号 、所 在 地 、校 正 ・ 点 検 ・ 故 障 修 理 ・ 改 造

等 の実 施 の履 歴 、製 造 者 名 等 を記 入 する。  

力 基 準 機 の保 守 管 理 の例 は表 ２ に示 すとおり。  

4 )  参 照 標 準 のうちおもり及 び力 計 は、複 数 の参 照 標 準 を保 有 しており、それらが重 複 した測 定

範 囲 を有 する場 合 には、それらの重 複 範 囲 における測 定 比 較 を行 うことが望 ましい。  

 

５ ． ３  校 正 用 機 器 、校 正 用 支 援 機 器 及 び管 理 用 機 器  
【 J IS  B 7 72 8による方 法 、 ISO 376による方 法 及 びASTM E 74による方 法 】  
1)  力 計 の指 示 計 に使 用 する電 気 計 測 器 は、校 正 方 法 に応 じてJ IS  B  772 8及 びAS TM  E7 4の

規 定 を満 たすこと。  

2 )  校 正 用 機 器 及 び管 理 用 機 器 は、原 則 として６ 項 に規 定 する測 定 のトレーサビリティを確 保 で

きるよう定 期 的 に校 正 を受 けなければならない。  

3 )  使 用 時 に温 度 補 正 が必 要 となる力 計 （ 環 状 ばね型 力 計 、容 積 型 力 計 ） の校 正 の際 に用 いら

れる温 度 計 （ 力 変 換 器 温 度 測 定 用 ） は、校 正 用 機 器 として6 .1項 に規 定 される校 正 が必 要 と

なる。ただし、温 度 補 正 機 能 が付 いているロードセルの校 正 に用 いられる温 度 計 については、

校 正 用 機 器 として扱 わなくてもよい。  

4 )  校 正 用 支 援 機 器 は、その性 能 を適 切 に維 持 するための定 期 検 証 又 は点 検 ・ 修 理 の少 なくと

も一 方 を含 む日 常 の保 守 管 理 が実 施 されなければならない。  

力 計 の校 正 に使 用 する校 正 用 支 援 機 器 の検 証 ／ 保 守 管 理 例 を表 ２ に示 す。  

 

表 ２  校 正 用 支 援 機 器 の検 証 ／ 保 守 管 理 例  

名 称  精 度 ・ 性 能  検 証 ／ 保 守  （ 備 考 ）  

 温 度 計  

（ 力 変 換 器 の 温 度 と 環

境 温 度 の両 方 を測 定 ）  

±0 . 5  ℃  2年 毎 のＪ Ｃ Ｓ Ｓ 校 正  

力 変 換 器 用 温 度 セ ン サ と

環 境 用 温 度 セ ン サ 間 に 差

のないことも確 認 。  

 湿 度 計  ±5  ％  
Ｊ Ｃ Ｓ Ｓ 校 正 （ 2 年 毎 ） 又

は一 般 校 正 （ 2年 毎 ）  
簡 易 型 可  

 気 圧 計  －  
Ｊ Ｃ Ｓ Ｓ 校 正 （ 2 年 毎 ） 又

は一 般 校 正 （ 2年 毎 ）  
簡 易 型 可  

 

【 J IS  B 7 72 1に準 じる方 法 、 ISO 75 00 -1に準 じる方 法 】  
1)  校 正 用 機 器 及 び設 備 には、使 用 頻 度 、使 用 履 歴 、機 器 の特 性 等 を考 慮 し実 態 に即 した校

正 周 期 又 は点 検 周 期 を設 定 すること。  

2 )  校 正 用 機 器  

参 照 標 準 から校 正 対 象 の力 計 に力 を適 切 に伝 達 するための校 正 装 置 は、以 下 の要 件 を満
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たすこと。  

・ 参 照 標 準 におもりを使 用 する場 合 は、おもりの載 下 時 に、校 正 対 象 機 器 の力 計 に横 力 や曲

げモーメントが極 力 作 用 しないように、かつ校 正 対 象 機 器 の受 感 軸 が鉛 直 方 向 に一 致 するよ

うに、校 正 対 象 機 器 を適 切 に保 持 できる機 構 を有 すること。  

・ 参 照 標 準 に力 計 を使 用 する場 合 は、校 正 対 象 機 器 の力 計 の受 感 軸 と参 照 標 準 の力 計 の

受 感 軸 とを一 致 させる位 置 調 節 機 構 を有 すること。また、校 正 中 に一 定 の力 を保 持 できる負

荷 機 構 を有 すること。  

3 )  校 正 用 支 援 機 器  

校 正 場 所 の環 境 測 定 に使 用 する温 度 計 、湿 度 計 、気 圧 計 等 の計 測 器 は、通 常 、力 計 の校

正 の不 確 かさに重 大 な影 響 を与 えないので、校 正 用 支 援 機 器 に該 当 する。しかし、例 えば環

境 測 定 結 果 に基 づいておもりに作 用 する空 気 浮 力 の変 動 の影 響 を補 正 する場 合 、あるいは

温 度 補 償 機 能 の無 い力 計 を参 照 標 準 に使 用 する場 合 などは、これらの環 境 測 定 装 置 や力

計 の温 度 測 定 用 の温 度 計 などが校 正 用 機 器 に該 当 することがある。  

4 )  管 理 用 機 器  

参 照 標 準 のおもりや力 計 の中 間 チェック等 の維 持 管 理 に使 用 する機 器 は、校 正 能 力 に応 じ

て適 宜 選 定 すること。質 量 比 較 器 （ 天 びん） を管 理 用 機 器 として用 いて参 照 標 準 のおもりを

相 互 に比 較 するといった高 精 度 な管 理 から、複 数 の参 照 標 準 を用 いて訓 練 用 の力 計 の校 正

を行 い同 じ校 正 点 での校 正 結 果 を相 互 に比 較 する、あるいは目 視 により傷 や汚 れを点 検 する

といった簡 便 な管 理 まで、種 々の管 理 の方 法 が考 えられる。  

 

６ ．  計 量 トレーサビリティ  
６ ． １  校 正 用 機 器 及 び管 理 用 機 器  

校 正 結 果 の不 確 かさ又 は有 効 性 に重 大 な影 響 を与 える校 正 用 機 器 及 び管 理 用 機 器 は、

「 URP2 3 I AJap an測 定 のトレーサビリティに関 する方 針 」 に従 ってトレーサビリティが確 保 され

ていること。国 内 においてトレーサビリティのとれた校 正 を受 けられない場 合 には、 I LA C,  

APLA Cの相 互 承 認 に加 盟 した認 定 機 関 の認 定 を受 けた校 正 事 業 者 により、校 正 を受 けても

よい。  

（ 参 考 ） 計 量 法 に基 づく登 録 事 業 者 等 一 覧 は独 立 行 政 法 人 製 品 評 価 技 術 基 盤 機 構 のホー

ムページから入 手 可 能 である。  

（ ホームページアドレス h t tps : / / www. n i t e .g o . j p / i a j ap an / j css /）  

 

６ ． ２  校 正 用 支 援 機 器 （ 環 境 測 定 機 器 等 ）  
校 正 室 の環 境 管 理 に用 いる温 度 、湿 度 、気 圧 等 は、通 常 、力 計 の校 正 の不 確 かさに重 大

な影 響 を与 えない。しかし、例 えば温 度 計 は７ ． ２ 項 の温 度 管 理 範 囲 を確 保 するのに十 分 な

精 度 をもつことが必 要 であり、できる限 りトレーサビリティの確 保 される校 正 を受 けることが望 ま

しい。  

 

７ ．  施 設 及 び環 境  
７ ． １  施 設  

指 針 不 要 。  

 

７ ． ２  環 境  
1)  校 正 室 の温 度  
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【 J IS  B 7 72 8による方 法 、 ISO 376による方 法 】  
校 正 室 の温 度 は2 3  ℃±1  ℃を実 現 することが望 ましいが、J IS  B  772 8  ( I SO 37 6 )では、

18  ℃から2 8  ℃の範 囲 内 に設 定 された温 度 に対 し±1  ℃の安 定 性 を要 求 している。  

（ 参 考 ） J IS  Z  8 703  の温 度 １ 級 に相 当  

【 ASTM E 74による方 法 】  
ASTM  E7 4では、校 正 室 の温 度 は2 3  ℃±0 .5  ℃を実 現 することを推 奨 しており、少 なくと

も23  ℃±1  ℃の範 囲 内 にあることを要 求 している。  

【 J IS  B77 21に準 じる方 法 、 ISO 75 00 -1に準 じる方 法 】  
J IS  B  77 21  では10  ℃～ 3 5  ℃の温 度 範 囲 で各 測 定 シリーズ中 の温 度 変 動 を2  ℃以 内

に安 定 させることを要 求 しているが、校 正 場 所 の温 度 は  23  ℃  を中 心 として  2  ℃  以 内 の

変 動 とすることが望 ましい。  

2 )  校 正 室 の湿 度  

校 正 室 の湿 度 は、力 基 準 機 の内 蔵 重 錘 への水 分 吸 着 量 の変 動 による質 量 変 化 の影 響

等 から65  ％ ±1 0  ％ を維 持 することが望 ましいが、少 なくとも結 露 を生 じない一 般 的 な環 境 を

保 つこと（ 75  ％ 以 下 をいう） 。  

（ 参 考 ） J IS  Z  8 703  の湿 度 1 0級 に相 当 。  

3 )  気 圧 の影 響  

校 正 時 に気 圧 が急 激 に変 動 するような状 況 のもと（ 例 えば台 風 の場 合 など） では校 正 は行

わないこと。  

（ 参 考 ） J IS  Z  8 703  に規 定 されている標 準 状 態 の気 圧 は、8 6  kP a以 上 1 06  kP a  以 下 であ

る。  

4 )  振 動 の影 響  

校 正 室 は、校 正 結 果 に影 響 を及 ぼすほどの振 動 がないこと。  

5 )  電 源 電 圧 変 動 等 の影 響  

電 気 計 測 器 の仕 様 を満 たす電 源 を使 用 すること。電 磁 ノイズの影 響 の有 無 を調 べることが

望 ましい。  

（ 参 考 ） 電 気 計 測 器 の製 造 者 が電 圧 変 動 ±1 0  ％ 以 内 であることを要 求 していて、それ以 上

の変 動 が見 込 まれる場 合 は定 電 圧 装 置 を使 用 する等 の対 策 を講 じる。  

6 )  塵 埃 等 の影 響  

校 正 結 果 に影 響 を与 える塵 埃 等 に対 しては、適 切 な方 法 により防 護 する措 置 を講 じている

こと。  

 

８ ．  方 法 の選 定 、検 証 及 び妥 当 性 確 認  
８ ． １  校 正 方 法  

【 J IS  B 7 72 8による方 法 、 ISO 376による方 法 のみ該 当 】  
1)  校 正 の方 法 はJ IS  B  77 2 8による。ただし、翻 訳 規 格 J I S  B  77 28の原 規 格 に当 たる I S O 3 76

が改 正 されてからJ IS  B  7 728が改 正 されるまでにはある程 度 の時 間 を要 するので、 I S O 3 76

の最 新 版 を直 に参 照 する「 IS O 37 6による方 法 」 を校 正 方 法 として採 用 してもよい。  

注 1 )  IS O 37 6の最 新 版 による方 法 で校 正 を行 う場 合 の、校 正 証 明 書 への記 載 方 法 及 び登

録 申 請 書 の記 載 方 法 については、それぞれ「 １ ２ ． ２  校 正 証 明 書 の記 載 事 項 」 及 び

「 JCT20 40 6  例 示 集 」 の「 登 録 申 請 書 の記 載 例 」 に示 す。  

【 J IS  B 7 72 8による方 法 、 ISO 376による方 法 のみ該 当 】  
2)  予 備 負 荷 の回 数 については、J IS  B  7 72 8には必 須 の事 項 として規 定 されてはいないが、治 具
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等 を馴 染 ませるために、設 置 方 向 を変 えた後 の第 二 及 び第 三 の設 置 方 向 においても補 足 的

に予 備 負 荷 を1回 行 うことを推 奨 する。補 足 的 に予 備 負 荷 を実 施 する場 合 、校 正 事 業 者 は

改 めて校 正 方 法 の妥 当 性 を確 認 する必 要 はないが、校 正 方 法 に関 する規 定 及 び手 順 書 等

には、どのような負 荷 手 順 を採 用 しているかを明 記 すること。  

【 J IS  B 7 72 8による方 法 、 ISO 376による方 法 のみ該 当 】  
3)  JCSSにおける力 計 の校 正 では、「 取 り外 しできる部 分 をもつ力 計 」 とは、校 正 依 頼 者 と校 正

事 業 者 との間 で力 計 を輸 送 する際 に分 解 ・ 再 組 立 が必 要 な力 計 であって、かつ分 解 ・ 再 組

立 により校 正 の不 確 かさに比 べて無 視 できない程 度 にまで出 力 の変 化 が生 じるような力 計 と

する。例 えば圧 縮 ・ 引 張 両 用 の力 計 は、力 計 本 体 に直 接 取 り付 ける圧 縮 用 ロードボタンや引

張 用 金 具 を取 り替 えると無 視 できない程 度 にまで出 力 の変 化 が生 じる場 合 があるので、「 取

り外 しできる部 分 をもつ力 計 」 とみなす。一 方 、圧 縮 用 力 計 の耐 圧 盤 、引 張 用 力 計 の本 体 に

常 時 取 り付 けた状 態 が保 たれる引 張 用 金 具 、ピボットで位 置 合 わせされる環 状 ばね型 力 計

のダイヤルゲージ、容 積 型 力 計 の水 銀 溜 などは、一 般 に力 計 の出 力 の変 化 に大 きな影 響 を

及 ぼさないと考 えられるので、「 取 り外 しできる部 分 」 とはみなさない。  

【 ASTM E 74による方 法 のみ該 当 】  
4)  校 正 の方 法 はAS TM  E7 4による。  

【 J IS  B 7 72 1に準 じる方 法 、 ISO 75 00 -1に準 じる方 法 のみ該 当 】  
5)  校 正 の方 法 のうち、負 荷 の手 順 、分 解 能 の決 定 、校 正 を実 施 する環 境 条 件 、並 びに力 計 の

諸 特 性 の評 価 （ 必 要 な場 合 ） は、J IS  B  77 21に準 じたものであること。ただし、翻 訳 規 格 J IS  

B  77 21の原 規 格 に当 たる IS O 7 500 -1が改 正 されてからJ I S  B  77 21が改 正 されるまでにはあ

る程 度 の時 間 を要 するので、 IS O 7 500 -1の最 新 版 を直 に参 照 する「 IS O 750 0-1に準 じる方

法 」 を校 正 方 法 として採 用 してもよい。  

（ 注 1） I S O 7 50 0-1の最 新 版 に準 じる方 法 で校 正 を行 う場 合 の、校 正 証 明 書 への記 載 方 法

及 び登 録 申 請 書 の記 載 方 法 については、それぞれ「 １ ２ ． ２  校 正 証 明 書 の記 載 事

項 」 及 び「 J CT20 406  例 示 集 」 の「 登 録 申 請 書 の記 載 例 」 に示 す。  

（ 注 2） 上 記 の指 針 は校 正 事 業 者 における校 正 の手 順 ・ 方 法 に関 するものであり、校 正 された

力 計 の顧 客 における使 用 方 法 や管 理 方 法 を制 約 するものではない。  

【 全 ての方 法 に該 当 】  
6)  容 積 型 力 計 は、弾 性 変 位 量 を容 積 変 化 の形 で水 銀 とマイクロメータとを利 用 して読 み取 る構

造 であるが、校 正 サイクル中 の温 度 変 化 により指 示 値 が変 動 するため、以 下 に示 すように校

正 サイクル前 後 の零 点 変 動 量 に基 づき、これを各 負 荷 ステップの区 間 に均 等 に配 分 する補

正 を行 う。この結 果 、相 対 零 誤 差 は0とみなされる。これは容 積 型 力 計 に限 って適 用 されてき

た伝 統 的 な方 法 であり、この方 法 の適 用 に際 し改 めて校 正 方 法 の妥 当 性 を確 認 する必 要 は

ないが、校 正 サイクル中 の温 度 変 化 による指 示 値 の変 動 や零 点 変 動 を不 確 かさ要 因 として

考 慮 する必 要 がある。「 J CG20 4S1 1  Ｊ Ｃ Ｓ Ｓ 不 確 かさの見 積 りに関 するガイド（ 力 ／ 力

計 ） 」 を参 照 することが望 ましい。  

表 ３ は、最 大 容 量  200 0  kN の力 計 を校 正 する場 合 において、負 荷 前 の指 示 値 が  0  で負

荷 後 に無 負 荷 状 態 に戻 ったときの指 示 値 が  1 . 6  であったときの例 である。負 荷 の前 後 での

指 示 値 の差  1 . 6は測 定 時 間 中 の水 銀 の温 度 変 化 に起 因 すると考 え、その変 化 は測 定 区 間

の数 に比 例 すると仮 定 する。無 負 荷 状 態 に戻 ったときの指 示 値 が零 になるように、指 示 値 の

差 の補 正  - 1 .6  を測 定 区 間 の数  16に均 等 に配 分 する。各 負 荷 ステップ毎 に指 示 値 の平 均

にこの補 正 値 を適 用 し、補 正 後 の指 示 値 を容 積 型 力 計 の本 来 の指 示 値 とする。  
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表 ３  指 示 値 を 補 正 す る 例  

 

   校正力 (kN)     指示値の平均      補正値    補正後の指示値 

 

        0 
      200 

      400 

      600 

      800 

     1000 

     1200 

     1600 

     2000 

     1600 

     1200 

     1000 

      800 

      600 

      400 

      200 

        0 

         0 
       211.1 

       422.0 

       632.8 

       843.4 

      1054.1 

      1263.6 

      1681.7 

      2097.8 

      1682.2 

      1264.4 

      1054.9 

       844.4 

       634.0 

       422.3 

       212.0 

         1.6 

       0 
      -0.1 

      -0.2 

      -0.3 

      -0.4 

      -0.5 

      -0.6 

      -0.7 

      -0.8 

      -0.9 

      -1.0 

      -1.1 

      -1.2 

      -1.3 

      -1.4 

      -1.5 

      -1.6 

         0 
       211.0 

       421.8 

       632.5 

       843.0 

      1053.6 

      1263.0 

      1681.0 

      2097.0 

      1681.3 

      1263.4 

      1053.8 

       843.2 

       632.7 

       420.9 

       210.5 

         0 

備 考 ： 温 度 変 化 による零 点 変 動 の補 正 をより確 実 にするために、容 積 型 力 計 の校 正 は全 て

の設 置 方 向 において校 正 力 を増 加 及 び減 少 させて往 復 の測 定 を実 施 することが望 ましい。  

 

【 全 ての方 法 に該 当 】  
7)  校 正 手 順 書 は登 録 校 正 事 業 の全 ての範 囲 を網 羅 し、具 体 的 かつ詳 細 に記 載 されているこ

と。  

校 正 手 順 書 は、校 正 方 法 （ 規 格 を引 用 する場 合 にはその記 述 ） 、校 正 手 順 について明 確

に記 述 すること。機 器 の操 作 方 法 、作 業 上 の注 意 事 項 についても文 書 化 することが必 要 であ

る。適 切 な場 合 、この文 書 は校 正 手 順 書 とは別 に規 定 することが望 ましい。  

 

８ ． ２  規 格 外 の方 法  
Ｊ Ｃ Ｓ Ｓ 登 録 事 業 における力 計 の校 正 方 法 は原 則 として8 .1に規 定 する校 正 方 法 によるも

のとするが、必 要 条 件 を包 含 した校 正 方 法 であれば、特 に校 正 依 頼 者 との合 意 による校 正

方 法 で校 正 を行 う場 合 には、校 正 を実 施 するための詳 細 仕 様 について校 正 証 明 書 に必 要 な

記 述 を付 し、その場 合 の不 確 かさを算 出 し記 載 すること。  

 

８ ． ３  方 法 の妥 当 性 確 認  
規 格 （ 校 正 方 法 に応 じてJ IS  B  77 28、 IS O 376、 ASTM  E7 4、J IS  B  77 21及 び IS O 

750 0-1） 以 外 の方 法 、又 は開 発 した方 法 を使 用 する場 合 には、全 ての校 正 方 法 （ 手 順 ） に

基 づいた方 法 の妥 当 性 確 認 が行 われていること。測 定 の不 確 かさの適 切 な推 定 は妥 当 性 確

認 の重 要 要 素 である。  

（ 注 ） 機 械 式 ダイヤルゲージを用 いた環 状 ばね型 力 計 に内 挿 校 正 式 を適 用 する場 合 には、ダ

イヤルゲージ由 来 の周 期 的 な誤 差 が内 挿 に及 ぼす影 響 を評 価 し、その影 響 が無 視 でき

ることを確 認 する必 要 があり、この点 に注 意 を要 する。  
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９ ．  校 正 測 定 能 力 及 び測 定 の不 確 かさ  
９ ． １  校 正 測 定 能 力  

登 録 事 業 者 は、使 用 する設 備 ・ 校 正 用 機 器 の拡 張 不 確 かさ及 び自 らの技 術 能 力 の範 囲

で校 正 測 定 能 力 を決 定 する。校 正 測 定 能 力 の定 義 は、「 JCG20 0 校 正 における測 定 の不

確 かさの評 価 」 による。校 正 測 定 能 力 は、特 定 二 次 標 準 器 の校 正 証 明 書 に記 載 された相 対

拡 張 不 確 かさ又 は自 ら組 立 て量 として評 価 した参 照 標 準 が実 現 する校 正 力 の不 確 かさより

小 さくなることはない。  

校 正 測 定 能 力 は、「 ほぼ理 想 的 な測 定 器 のおおよそ日 常 的 な校 正 を実 施 する場 合 におい

て認 定 の範 囲 内 で達 成 できる最 小 不 確 かさ」 であるので、現 実 に校 正 依 頼 者 に提 供 できる

校 正 の最 小 の不 確 かさという観 点 から、力 基 準 機 及 び参 照 標 準 の不 確 かさに加 えて最 良 の

力 計 を校 正 する場 合 の力 計 に起 因 する不 確 かさも考 慮 して評 価 すること。実 際 には、最 良 の

力 計 を校 正 する場 合 の力 計 に起 因 する不 確 かさは、管 理 用 力 計 や今 まで校 正 依 頼 された力

計 の校 正 の実 績 を基 にして評 価 すること。  

 

９ ． ２  測 定 の不 確 かさ  
1)  校 正 の不 確 かさは、 GUMに従 って算 出 するものとし、これに基 づいた校 正 の不 確 かさを推 定

するための手 順 書 を文 書 化 していること。「 JCG20 4S11  Ｊ Ｃ Ｓ Ｓ 不 確 かさの見 積 りに関 する

ガイド（ 力 ／ 力 計 ） 」 は、力 計 等 の校 正 における不 確 かさの評 価 に関 するよい事 例 であり、こ

れを参 照 することが望 ましい。  

2 )  校 正 の不 確 かさの見 積 もり手 順 書 は、最 新 の状 態 に維 持 され、全 ての校 正 従 事 者 が利 用 可

能 な状 態 にあること。  

（ 注 ） 登 録 申 請 書 には、校 正 方 法 に応 じた不 確 かさの見 積 もり手 順 書 及 び校 正 測 定 能 力 の評

価 結 果 及 びバジェット表 を添 付 すること。審 査 では、校 正 測 定 能 力 評 価 の根 拠 となった実

際 の校 正 データを確 認 する。  

 

１ ０ ．  サンプリング  
指 針 不 要 。  

 

１ １ ．  校 正 品 目 の取 り扱 い  
校 正 品 目 の必 要 な事 前 準 備 を依 頼 者 が行 うのか校 正 事 業 者 が行 うのか明 確 にすること。  

 

１ ２ ．  結 果 の報 告  
１ ２ ． １  校 正 証 明 書 についての一 般 要 件  

校 正 証 明 書 の作 成 にあっては、「 JCRP 21 Ｊ Ｃ Ｓ Ｓ 登 録 及 び認 定 の一 般 要 求 事 項 」 に規

定 する適 用 方 針 に従 うこと。この他 、次 のとおり適 用 するものとする。  

1 )  校 正 事 業 者 は、校 正 証 明 書 の様 式 を文 書 化 していること。  

2 )  校 正 証 明 書 の発 行 番 号 の付 与 の手 続 きが文 書 化 されていること。  

3 )  発 行 された校 正 証 明 書 の訂 正 手 続 きを文 書 化 していること。  

4 )  校 正 証 明 書 の再 発 行 を行 う場 合 は、発 行 可 能 な期 限 を含 め、その手 続 きを文 書 化 している

こと。再 発 行 された校 正 証 明 書 には、再 発 行 されたものであることを明 記 すること。  

5 )  外 国 語 による校 正 証 明 書 を発 行 する場 合 は、その様 式 を文 書 化 していること。  

6 )  校 正 証 明 書 の発 行 の前 に、計 算 及 びデータの転 記 について責 任 者 による確 認 が行 われるこ
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と。  

7 )  力 基 準 機 、参 照 標 準 及 び力 計 の構 造 等 による理 由 で、8 .1に規 定 する校 正 方 法 通 りの校 正

を忠 実 に実 施 することが不 可 能 であり、細 目 で校 正 方 法 が異 なる場 合 は、その旨 を校 正 証 明

書 に記 載 すること。  

 

１ ２ ． ２  校 正 証 明 書 の記 載 事 項  
校 正 証 明 書 記 載 事 項 については「 JCRP 21 Ｊ Ｃ Ｓ Ｓ 登 録 及 び認 定 の一 般 要 求 事 項 」 に

規 定 する適 用 方 針 に従 うこと。また校 正 方 法 に応 じ、それぞれの規 格 に従 うほか、以 下 の事

項 を記 載 すること。  

a )  校 正 条 件 ：  

－ 周 囲 温 度 及 び場 合 によっては力 変 換 器 の温 度  

－ 必 要 に応 じて、気 圧 及 び湿 度  

b )  力 計 の設 定 パラメータの表 示 ：  

－ ケーブル長 さ  

－ 使 用 したケーブル（ 専 用 ケーブル又 はその他 のケーブル） 及 び結 線 方 式 （ ４ 線 式 又 は６ 線

式 、あるいは固 定 式 ）  

－ 供 給 電 圧 、校 正 信 号 、増 幅 率 （ 必 要 な場 合 ）  

c )  指 示 装 置 の型 式 と製 造 番 号 の同 一 性 証 明  

d )  使 用 した特 定 二 次 標 準 器 又 は参 照 標 準 の名 称 、型 式 （ 基 準 ロードセルを含 む） と製 造 番 号

及 び拡 張 不 確 かさ  

e )  使 用 した特 定 二 次 標 準 器 又 は参 照 標 準 と力 計 との間 を力 伝 達 する部 品  

f )  校 正 力 の作 用 方 向 の表 示 （ 圧 縮 、引 張 、圧 縮 及 び引 張 ）  

【 J IS  B 7 72 8による方 法 、 ISO 376による方 法 のみ該 当 】  
g)  校 正 力 を増 加 及 び減 少 した校 正 か、校 正 力 の増 加 のみの校 正 かの区 別  

【 J IS  B 7 72 8による方 法 、 ISO 376による方 法 のみ該 当 】  
h)  クリープ試 験 を実 施 した場 合 は、その実 施 条 件  

【 J IS  B 7 72 8による方 法 、 ISO 376による方 法 のみ該 当 】  
i )  校 正 力 の範 囲 と、その範 囲 における校 正 の相 対 拡 張 不 確 かさの最 大 値 。J I S  B  772 8（ IS O 

376） に基 づいて分 類 した等 級 を記 載 する（ １ ２ ． ３ 項 参 照 ） 。  

【 J IS  B 7 72 8による方 法 、 ISO 376による方 法 のみ該 当 】  
j )  校 正 方 法  

－ 校 正 証 明 書 における校 正 方 法 の記 載 は、  

「 校 正 方 法   J I S  B  77 2 8 :2 0xxによる」  

を基 本 とするが、原 規 格 の IS O 37 6を括 弧 書 きで併 記 してもよい。J IS  B  7 728の最 新 版 が

IS O 3 76の最 新 版 に対 応 していない場 合 は、  

「 校 正 方 法   J I S  B  77 2 8 :2 0xx  ( IS O 3 76 : 20yy )  による」  

とJ IS  B  77 28の最 新 版 の元 になった IS O 3 76の年 号 を必 ず付 記 すること。  

また、 IS O 376の最 新 版 による方 法 に則 って校 正 を行 った場 合 は、  

「 校 正 方 法   IS O 3 76 :2 0zzによる」  

と記 載 すること。  

【 J IS  B 7 72 8による方 法 、 ISO 376による方 法 のみ該 当 】  
k )  校 正 結 果  

－ 校 正 力 の増 加 方 向 での各 負 荷 ステップにおける力 計 の指 示 装 置 の読 みの全 設 置 方 向 の
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平 均 値 或 いは内 挿 校 正 式 による値 とその拡 張 不 確 かさ  

－ 表 示 単 位 がない場 合 を除 き、指 示 装 置 の読 みの単 位 （ 力 の単 位 に限 らない。また、依 頼

者 と別 途 合 意 がある場 合 はこの限 りでない）  

－ 内 挿 校 正 式 を有 する力 計 の場 合 は、内 挿 校 正 式 の係 数 、或 いは校 正 曲 線  

【 J IS  B 7 72 8による方 法 、 ISO 376による方 法 のみ該 当 】  
l )  力 計 の諸 特 性  

－ 再 現 性 誤 差 、繰 り返 し性 誤 差 、内 挿 誤 差 （ 内 挿 校 正 式 を有 する力 計 の場 合 ） 、零 誤 差 、

往 復 誤 差 又 はクリープ誤 差 、相 対 分 解 能  

－ 最 大 校 正 力 における相 対 偏 差 （ 設 置 方 向 変 更 を含 まない場 合 及 び設 置 変 更 を含 む場

合 ）  

－ 無 負 荷 時 における出 力  

（ 参 考 ） 校 正 証 明 書 の記 載 事 例 は「 JCT2 04 06  例 示 集 」 に示 す。  

【 J IS  B 7 72 1に準 じる方 法 、 ISO 75 00 -1に準 じる方 法 のみ該 当 】  
m)  校 正 方 法  

－ 校 正 方 法 の記 載 は、  

「 校 正 方 法   J I S  B  77 2 1 :2 0xxに準 じる校 正 手 順 による」  

を基 本 とするが、原 規 格 の IS O 75 00 -1を括 弧 書 きで併 記 してもよい。ここで、J IS  B  77 21

の最 新 版 が I S O 7 50 0-1の最 新 版 に対 応 していない場 合 は、  

「 校 正 方 法   J I S  B  77 2 1 :2 0xx  ( IS O 7 500 -1 :2 0 yy )  に準 じる校 正 手 順 による」  

とJ IS  B  77 21の最 新 版 の元 になった IS O 7 500 -1の年 号 を必 ず付 記 すること。  

また、 IS O 750 0 -1の最 新 版 による方 法 に則 って校 正 を行 った場 合 は、  

「 校 正 方 法   IS O 7 50 0-1 :2 0zzに準 じる校 正 手 順 による」  

と記 載 すること。  

【 J IS  B 7 72 1に準 じる方 法 、 ISO 75 00 -1に準 じる方 法 のみ該 当 】  
n)  校 正 結 果  

－ 被 校 正 力 計 の指 示 値 の参 照 標 準 の示 す値 からの偏 差 （ 指 示 誤 差 又 は相 対 指 示 誤 差 ） と

その不 確 かさ、あるいは参 照 標 準 の示 す値 における被 校 正 力 計 の指 示 値 又 は内 挿 校 正

式 による値 とその不 確 かさ  

（ 注 1） 被 校 正 力 計 の指 示 値 又 は内 挿 校 正 式 による値 には、指 示 装 置 の表 示 単 位 がない場

合 、又 は依 頼 者 と別 途 合 意 がある場 合 を除 き、指 示 装 置 の読 みの単 位 を付 す。力 の

単 位 “N”以 外 の単 位 で表 される場 合 もありえる。  

（ 注 2） 被 校 正 力 計 に内 挿 校 正 式 を付 与 する方 法 は、J IS  B  7 72 8による方 法 に準 じる。ここ

で、校 正 データから内 挿 校 正 式 を推 定 する際 に自 由 度 が2減 少 することに留 意 し、内

挿 校 正 式 が3次 式 の場 合 は5ステップ以 上 、2次 式 の場 合 は4ステップ以 上 、1次 式 の

場 合 は3ステップ以 上 の負 荷 ステップによる校 正 を行 うこと。  

 

１ ２ ． ３  力 計 の等 級 分 類  
規 格 （ 校 正 方 法 に応 じてJ IS  B  77 28、 IS O 376、 ASTM  E7 4、J IS  B  77 21及 び IS O 

750 0-1） に規 定 される力 計 の諸 特 性 や等 級 分 類 は、規 格 への適 合 性 表 明 として校 正 証 明

書 に記 載 する。この場 合 、校 正 証 明 書 への記 載 については「 JCP R2 1 Ｊ Ｃ Ｓ Ｓ 登 録 及 び認

定 の一 般 要 求 事 項 」 に従 うほか、校 正 方 法 に応 じて以 下 のとおりとすること。  

【 J IS  B 7 72 8による方 法 、 ISO 376による方 法 】  
力 計 の等 級 分 類 は、以 下 の全 ての条 件 を満 たせば校 正 証 明 書 に記 載 する。  
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①  使 用 範 囲 の下 限 における力 計 の読 み値 と指 示 装 置 の分 解 能 との比 が、J I S  B  772 8の６ ． ３

項 「 使 用 範 囲 の下 限 」 で示 す指 示 装 置 の分 解 能 の倍 率 を満 たす等 級 であること。  

②  力 計 を校 正 した結 果 、諸 特 性 がJ IS  B  7 72 8の７ ． ２ 項 「 分 類 の基 準 」 で示 す表 2における諸

特 性 の許 容 値 以 内 にある等 級 であること。  

③  力 計 の校 正 に使 用 した力 基 準 機 の相 対 拡 張 不 確 かさがJ I S  B  77 28の7 . 2項 「 分 類 の基

準 」 で示 す表 2の校 正 力 の不 確 かさ以 下 であること。なお、この値 は、力 計 の校 正 に使 用 した

力 基 準 機 の全 力 範 囲 に対 して、そのレンジの最 大 値 を一 意 的 に適 用 すること。  

なお、校 正 証 明 書 に記 載 する等 級 の分 類 は3段 階 を超 えないこと。  

【 ASTM E 74による方 法 】  
ASTM  E7 4規 格 に規 定 されたAA級 あるいはA級 のすべての要 求 事 項 を満 たしていれば、

当 該 の力 計 がAS TM  E7 4規 格 のAA級 あるいはA級 に適 合 している旨 を校 正 証 明 書 に記 載

する。  

【 J IS  B 7 72 1に準 じる方 法 、 ISO 75 00 -1に準 じる方 法 】  
力 計 の諸 特 性 （ 相 対 誤 差 などの情 報 ） の記 載 は必 須 ではなく任 意 である。  

 

１ ２ ． ４  校 正 の不 確 かさの表 記 方 法  
校 正 証 明 書 に記 載 する校 正 の不 確 かさの表 記 方 法 は、「 JCRP 21 Ｊ Ｃ Ｓ Ｓ 登 録 及 び認

定 の一 般 要 求 事 項 」 に従 うこと。また、校 正 方 法 に応 じて、以 下 のとおりとする。  

【 J IS  B 7 72 8による方 法 、 ISO 376による方 法 】  
校 正 証 明 書 に記 載 する校 正 の不 確 かさは、相 対 拡 張 不 確 かさで表 すものとする。  

【 J IS  B 7 72 1に準 じる方 法 、 ISO 75 00 -1による方 法 】  
校 正 証 明 書 に記 載 する校 正 の不 確 かさは、変 位 の次 元 又 は相 対 値 のどちらで表 現 しても

良 い。  

 

１ ３ ．  要 員  
  指 針 不 要 。  

 

１ ４ ．  外 部 から提 供 される製 品 及 びサービス  
  指 針 不 要 。  

 

１ ５ ．  登 録 申 請 書 の記 載 事 項  
登 録 申 請 書 の記 載 例 を「 JCT20 40 6  例 示 集 」 に示 す。  

 

１ ６ ．  その他  
１ ６ ． １  校 正 結 果 の品 質 保 証 （ 定 期 的 な技 術 能 力 の確 認 ）  

校 正 事 業 者 は、請 け負 った校 正 の有 効 性 の監 視 のための品 質 管 理 手 順 を持 たなければ

ならない。その品 質 管 理 手 順 には、次 のようなものを含 むことが望 ましい。  

ア )  本 文 書 ５ ． １  2 )項 並 びに５ ． ２  2 )項 及 び4 )項 に示 すような測 定 比 較 、試 験 所 間 比 較  

イ )  蓄 積 した校 正 データによる特 定 二 次 標 準 器 又 は参 照 標 準 、校 正 用 機 器 、管 理 用 機 器 等 の

傾 向 分 析  

 
１ ６ ． ２  ASTM E74による校 正 方 法 とJIS B 7728( ISO 376)による校 正 方 法 との対
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比  
ASTM  E7 4による校 正 方 法 とJ I S  B  77 28 ( I SO 3 7 6)による校 正 方 法 との対 比 表 を付 属 書

２ に示 す。  

 
１ ６ ． ３  JIS B 7721に準 じる校 正 方 法 及 び ISO 7500-1に準 じる校 正 方 法 における

顧 客 への伝 達 事 項  
校 正 事 業 者 は、契 約 の内 容 確 認 の際 に、「 本 J I S  B  772 1に準 じる校 正 手 順 による校 正 は

一 般 用 途 の力 計 を対 象 としたものであり、一 軸 試 験 機 の力 測 定 系 の校 正 に参 照 標 準 として

使 用 する力 計 については、別 途 J IS  B  77 28に規 定 された校 正 方 法 により校 正 する必 要 があ

る」 旨 を顧 客 に明 確 に伝 えること。  
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付 属 書 １  力 基 準 機 が発 生 する校 正 力 を、力 標 準 機 との比 較 により校 正 する方

式 と校 正 事 業 者 が自 ら組 立 量 として評 価 する方 式 との対 比  
 

 力 標 準 機 との比 較 により校 正 する

方 式  
校 正 事 業 者 が自 ら組 立 量 として評

価 する方 式  
概 要  NMIJが保 有 する高 精 度 力 計 群 を

トランスファースタンダードとして、

NMIJ職 員 が校 正 事 業 者 の事 業 所

（ 現 地 ） まで出 張 し、特 定 二 次 標

準 器 である力 基 準 機 （ 据 付 型 ） を

比 較 により値 付 けする方 式 。  

質 量 標 準 にトレーサブルなJCSS校

正 を受 けた重 錘 と力 基 準 機 の設 置

場 所 の重 力 加 速 度 の公 知 の定 数

値 を使 って、参 照 標 準 である力 基

準 機 が発 生 する校 正 力 を校 正 事

業 者 が自 ら組 立 量 として評 価 する

方 式 。  
特 定 標 準 器  実 荷 重 式 、こうかん式 及 び油 圧 式

力 標 準 機 群  
キログラム原 器  
（ 及 び重 力 加 速 度 の公 知 の定 数

値 ）  
特 定 二 次 標 準 器  力 基 準 機 （ 据 付 型 ）  （ 標 準 分 銅 （ 1  mg～ 20 kg） ）  

※  質 量 の J C S S 校 正 事 業 者 が保 有  
特 定 二 次 標 準 器

の校 正 周 期  
5年  
※  なお、 1年 毎 に管 理 用 力 計 を校 正 し

て、 経 年 変 化 を 監 視 する定 期 管 理 （ 中

間 チェ ック） を 実 施 。  

（ 3年 ）  
※  質 量 の J C S S 校 正 事 業 者 が、 質 量 の

特 定 二 次 標 準 器 である組 分 銅 を維 持 ・

管 理 。  
参 照 標 準  －  力 基 準 機 （ 据 付 型 ）  

参 照 標 準 の校 正

周 期  
－  
 
※  た だ し、 こうかん 式 力 基 準 機 の増 し おも

りなど手 動 で 取 り扱 う重 錘 は 5年 毎 に

J C S S 校 正 を 受 ける こと。  
 

・ 力 基 準 機 に常 時 内 蔵 された状 態

で使 用 する重 錘 の質 量 ： 30年  
ただし、1年 毎 に管 理 用 の高 精 度

力 計 を校 正 して、経 年 変 化 を監 視

する定 期 管 理 （ 中 間 チェック） を併

用 すること。  
・ こうかん式 力 基 準 機 の増 しおもり

など手 動 で取 り扱 って力 基 準 機 か

ら頻 繁 に取 り外 したり手 動 で取 り

扱 ったりする重 錘 （ こうかん式 力

基 準 機 の増 しおもりなど） ： 5年  
※  4年 毎 に 登 録 を更 新 する 間 に 1 回 は、

力 基 準 機 そ れぞれにつ いて、 N M I J の力
標 準 機 との間 で試 験 所 間 比 較 を実 施 。  

高 精 度 力 計 （ 可

搬 型 ） の役 割  
1 )  現 地 校 正 による力 基 準 機 の値

付 けに用 いるトランスファースタン

ダード（ NMIJが保 有 ）  
2 )  力 基 準 機 の中 間 チェックに用 い

る管 理 用 力 計 （ 校 正 事 業 者 が

保 有 ）  
3 )  登 録 審 査 時 に、試 験 所 間 比 較

を行 う際 の仲 介 器 （ 保 有 者 は問

わず）  

1 )  力 基 準 機 の中 間 チェックに用 い

る管 理 用 力 計 （ 校 正 事 業 者 が

保 有 ）  
2 )  登 録 （ 更 新 ） の審 査 時 に、力 の

国 家 標 準 にトレーサブルな試 験

所 との間 で試 験 所 間 比 較 を行 う

際 の仲 介 器 （ 保 有 者 は問 わず）  

注 １ ）  本 付 属 書 では、実 荷 重 式 ・ 油 圧 式 ・ こうかん式 の力 基 準 機 を対 象 としている。  
注 ２ ）  NMIJ： 国 立 研 究 開 発 法 人 産 業 技 術 総 合 研 究 所  計 量 標 準 総 合 センター  
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 力 標 準 機 との比 較 により校 正 する

方 式  
校 正 事 業 者 が自 ら組 立 量 として評

価 する方 式  
力 基 準 機 （ 据 付

型 ） の役 割  
普 段 の校 正 に使 用 する特 定 二 次

標 準 器  
普 段 の校 正 に使 用 する参 照 標 準  

力 基 準 機 の圧 縮

／ 引 張 の区 別  
圧 縮 と引 張 を区 別 （ 現 状 どおり） 。  原 則 として、圧 縮 と引 張 は区 別 す

る。  
ただし、力 基 準 機 導 入 後 に一 度 は、

1年 以 上 の期 間 に渡 り力 の国 家 標

準 にトレーサブルな試 験 所 との間 で

複 数 回 の比 較 を繰 り返 して、主 張

する校 正 力 の不 確 かさの範 囲 内 で

圧 縮 側 と引 張 側 の校 正 力 の同 等

性 を実 証 するデータを取 得 してある

場 合 は、能 力 確 認 のための試 験 所

間 比 較 においては圧 縮 と引 張 の区

別 は不 要 とする。  
力 基 準 機 の値 付

けに用 いる力 計 の

必 要 台 数  

力 基 準 機 1台 （ 圧 縮 側 と引 張 側 は

別 個 ） につき、現 状 ではトランスファ

ースタンダードの力 計 を2台 ～ 3台

程 度 使 用 。  

－  

管 理 用 力 計 の必

要 台 数  
力 基 準 機 1台 につき、現 状 でも少 な

くともその力 基 準 機 の定 格 容 量 に

対 応 する管 理 用 力 計 1台 は使 用 し

ている。  

力 基 準 機 1台 につき、少 なくともそ

の力 基 準 機 の定 格 容 量 に対 応 す

る管 理 用 力 計 1台 は必 要 。  

登 録 審 査 ・ 更 新

時 に実 施 する試

験 所 間 比 較  

JCSS技 能 試 験 など試 験 所 間 比 較

1回 につき、2台 ～ 3台 程 度 の力 計

を仲 介 器 とし、一 つの校 正 事 業 者

が保 有 する力 基 準 機 群 のうちから2
基 ～ 3基 の力 基 準 機 を抜 き取 っ

て、試 験 所 間 比 較 を実 施 している。  
※  すべての力 基 準 機 に値 付 け（ 現 地 校

正 ） する際 に、 N M I J の力 標 準 機 との 間

で比 較 測 定 を行 っ ているた め 、 試 験 所

間 比 較 は 抜 き 取 り で実 施 。  

原 則 として、力 基 準 機 ごとに、その

全 校 正 範 囲 （ 圧 縮 と引 張 も区 別 ）

をそれぞれカバーできる2台 以 上 の

仲 介 器 を用 いて、力 の国 家 標 準 に

トレーサブルな試 験 所 との間 で試

験 所 間 比 較 を行 う。  
※  試 験 所 間 比 較 の仲 介 器 は、 定 格 容 量

の隣 り合 う二 つの 力 基 準 機 の間 では、

共 用 し てもよい。  
※  過 去 4 年 間 の うちに J C S S 技 能 試 験 な

どで比 較 を した 実 績 の ある力 範 囲 につ

いては、 改 め て の比 較 は 不 要 。  
ただし、力 基 準 機 導 入 後 に一 度 は、

1年 以 上 の期 間 に渡 り比 較 対 象 の

試 験 所 との間 で複 数 回 の比 較 を

繰 り返 して、主 張 する校 正 力 の不

確 かさの範 囲 内 で、その力 基 準 機

の全 校 正 範 囲 における比 較 対 象

装 置 との整 合 性 を実 証 するデー

タ、並 びに圧 縮 側 と引 張 側 との同

等 性 を実 証 するデータを取 得 してあ

る場 合 は、圧 縮 側 か引 張 側 のどち

らか一 方 で仲 介 器 を1台 だけ用 い

て比 較 対 象 装 置 との間 で試 験 所

間 比 較 を行 う形 態 に簡 略 化 するこ

とも可 。  
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 力 標 準 機 との比 較 により校 正 する

方 式  
校 正 事 業 者 が自 ら組 立 量 として評

価 する方 式  
力 基 準 機 の  
具 備 条 件  

・ 重 錘 の質 量 は、力 基 準 機 の設 置

場 所 の重 力 加 速 度 に対 応 した調

整 を行 った後 少 なくとも1回 は質

量 標 準 にトレーサブルな校 正 を受

けていること。  
・ こうかん式 力 基 準 機 の増 しおもり

については、規 定 された周 期 で質

量 のJCSS校 正 事 業 者 により校

正 されていること。  
・ 設 置 場 所 の重 力 加 速 度 は、近 隣

の重 力 基 準 点 を参 照 した比 較 測

定 あるいは補 間 推 算 により必 要 な

精 度 で決 定 されていること。  
・ 油 圧 式 及 びこうかん式 力 基 準 機

の増 幅 率 については、力 基 準 機

の設 置 中 又 は設 置 後 に少 なくとも

1回 は、長 さや力 などの国 家 標 準

にトレーサブルな計 測 器 を用 いて

評 価 していること。  

・ 重 錘 の質 量 は、こうかん式 力 基

準 機 の増 しおもりも含 め、規 定 さ

れた周 期 で質 量 のJCSS校 正 事

業 者 により校 正 されていること。  
・ 設 置 場 所 の重 力 加 速 度 は、近 隣

の重 力 基 準 点 を参 照 した比 較 測

定 あるいは補 間 推 算 により必 要 な

精 度 で、力 基 準 機 の設 置 後 少 な

くとも一 度 評 価 していること。  
・ 油 圧 式 及 びこうかん式 力 基 準 機

の増 幅 率 については、長 さや力 な

どの国 家 標 準 にトレーサブルな計

測 器 を用 いて評 価 していること。  
 

管 理 用 力 計 の  
具 備 条 件  

力 標 準 機 との比 較 による校 正 によ

り評 価 された力 基 準 機 の発 生 する

校 正 力 の不 確 かさと長 期 間 の変

動 を評 価 出 来 る高 精 度 力 計 。  
※  少 なく とも J I S  B  7 7 2 8の 0 0級 の計 量

仕 様 を 満 た す ひず みゲー ジ式 ロードセル

が望 ま しい。  

自 ら組 立 量 として評 価 した力 基 準

機 の発 生 する校 正 力 の不 確 かさと

長 期 間 の変 動 を評 価 出 来 る高 精

度 力 計 。  
※  少 なく とも J I S  B  7 7 2 8の 0 0級 の計 量

仕 様 を 満 た す ひず みゲー ジ式 ロードセル

が望 ま しい。  
試 験 所 間 比 較

（ 技 能 試 験 ・ 測 定

監 査 ） の仲 介 器

に用 いる力 計 の

具 備 条 件  

従 来 の技 能 試 験 や測 定 監 査 で

は、校 正 事 業 者 の校 正 測 定 能 力

の評 価 が出 来 る高 精 度 力 計 （ ひず

みゲージ式 ロードセル） を使 用 。  

自 ら組 立 量 として評 価 した力 基 準

機 を用 いた校 正 の校 正 測 定 能 力

の評 価 が出 来 る高 精 度 力 計 。  
※  少 なく とも J I S  B  7 7 2 8の 0 0級 の計 量

仕 様 を 満 た す ひず みゲー ジ式 ロードセル

が望 ま しい。  
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力標準機に
トレーサブルな装置

力基準機（参照標準）

高精度力計
（技能試験仲介器）

校正証明書

顧客の力計（校正器物）

②常設校正

④比較により
自己評価の
妥当性を確認

NMIJ

JCSS登録
校正事業者

■ 校正事業者が自ら組立て評価する方式

③発行

質量標準
(特定標準器）

長さ標準
時間標準

質量のJCSS
校正事業者

日本重力基準網
の公表値など

※力計に付与された参照値の不確
かさは加算されない。

※力基準機1基（圧縮/引張は区別）
につき、仲介器の力計は少なく
とも2台程度。
ただし、1年以上の期間に渡り
比較対象装置との間で複数回
の比較を繰り返して、整合性
および圧縮/引張の同等性を実
証するデータがある場合は、仲
介器を1台に簡略化することも可。

力の増幅率評価のた
めの寸法・力・圧力等
を測定する計測器

①力基準機が
発生する校正
力を自ら評価

力標準機（特定標準器）

力基準機（特定二次標準器）

高精度力計（トランスファ標準）

顧客の力計（校正器物）

①前校正

②現地校正

③後校正 ④発行

NMIJ

JCSS登録
校正事業者

■ 力基準機との比較により校正する方式

※校正証明書の値を、
力基準機が出す校正
力の不確かさとして
そのまま利用

jcss校正証明書
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試験所間比較の例

■ 原則 ■ 過去に複数回の比較実績がある場合

100 kN
力基準機

（圧縮・引張）

10 kN
力基準機

（圧縮・引張）

2 kN
力基準機

（圧縮・引張）

100 kN力計
（圧縮）

100 kN力計
（引張）

10 kN力計
（圧縮）

10 kN力計
（引張）

2 kN力計
（圧縮）

2 kN力計
（引張）

500 N力計
（圧縮）

500 N力計
（引張）

※ 力基準機ごとに、全範囲で、圧縮と引張両方で、
複数台の力計を使った比較が必要

100 kN
力基準機

（圧縮・引張）

10 kN
力基準機

（圧縮・引張）

2 kN
力基準機

（圧縮・引張）

100 kN力計
（圧縮）

10 kN力計
（圧縮）

※ 力基準機1台につき仲介器の力計は1台で可
※ 仲介器の力計は定格容量の20 %以上で使用
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付 属 書 ２  ASTM E74による校 正 方 法 とJIS B 7728(ISO 376)による校 正 方 法

との対 比  

 

  

主 な相 違 項 目  ASTM E74  J IS B  7728  
適 用 範 囲   力 計 の校 正 手 順 を規 定 。  

 静 的 力 計 の校 正 を目 的 としており、

動 的 や高 速 の力 校 正 はできない。  

 一 軸 試 験 機 の静 的 検 証 に使 用 す

る力 計 の校 正 方 法 について規 定 。  
  

定 義  
力 計  

弾 性 変 位 量 の大 きさを示 す機 器 と弾

性 部 材 で校 正 された装 置 又 はシステ

ム  

力 変 換 器 から指 示 装 置 までを含 め

た一 体 の機 器 。  

一 次 標 準 器   実 荷 重 式 の力 基 準 機 、分 銅   

二 次 標 準 器  一 次 標 準 器 によって校 正 された機 器  
1 )  実 荷 重 式 、 こう かん 式 、 油 圧 式 の

力 基 準 機  
2 )  力 計 を二 次 標 準 器 として使 用 す

る場 合 はクラスAAの荷 重 範 囲 での

み使 用 できる。  

 

標 準 器 のトレー

サビリティ  
1 )  重 錘 の質 量 は、質 量 の国 家 標 準

にトレーサブルな参 照 標 準 との比

較 により相 対 値 で0.005  %以 内

（ の不 確 かさ） で決 定 されているこ

と。  
2 )  二 次 標 準 器 の基 準 力 計 は、一 次

標 準 器 により校 正 されていること、

かつクラスAAの負 荷 範 囲 でのみ

使 用 すること。  
3 )  二 次 標 準 器 のこうかん式 や油 圧

式 の力 基 準 機 の力 の増 幅 率 は、

使 用 範 囲 の3点 以 上 で0 .05  %か

それより良 い正 確 さで測 定 されて

いること。力 の増 幅 率 は毎 年 一

回 、クラスAAの負 荷 範 囲 で使 用

できる力 計 を使 って確 認 すること。  

 参 照 標 準 器 及 び測 定 器 は、JCSS
又 は同 等 の品 質 をもった校 正 により

国 家 標 準 又 は国 際 単 位 系 (S I )へのト

レーサビリティを確 保 することが必 要 。  

力 計 校 正 に使

用 する標 準 器  
一 次 標 準 器 もしくは二 次 標 準 器 が

使 用 できる  
 

校 正 環 境  23  ℃を推 奨 するが、他 の温 度 でもよ

い。  
校 正 中 の温 度 変 化 は±0.5  ℃以 内

が望 ましい。  
±1 .0  ℃以 内 であること。  
温 度 補 償 のない力 計 の変 位 は、校 正

中 に温 度 が±0 .2  ℃以 上 変 化 する

場 合 には、9 .項 に従 って公 称 校 正 温

度 に修 正 すると良 い。 ( 7 .3 .5)  

18  ℃～ 28 ℃の範 囲 内 で±1 ℃で

あること  

代 替 指 示 装 置   代 替 の表 示 装 置 はそれぞれ校 正 す

る必 要 がある。  
 出 力 が測 定 される全 範 囲 について

校 正 する必 要 がある。（ 12 .1 .1）  

 電 気 的 な測 定 を行 う場 合 、指 示 装

置 は他 の指 示 装 置 で代 替 可 能 （ 代

替 指 示 装 置 の条 件 有 ）  
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主 な相 違 項 目  ASTM E74  J IS B  7728  
力 計 の限 定 使

用 、内 挿 使 用  
ダイヤルゲージを有 する力 計 は限 定

使 用  
  

内 挿 校 正 式  2次 式 が推 奨 される。  
50000目 （ 分 解 能 ） 以 上 を持 つ力

計 には3次 、4次 、5次 式 が可 能 。  

 

指 示 装 置 の分

解 能  
J IS B  7728と同 様 。   アナログ表 示 の分 解 能 rは指 針 の幅

と目 盛 線 の中 心 間 の距 離 との比 率 で

得 られる。  
 デジタル表 示 の分 解 能 rはデジタル

指 示 装 置 の最 下 位 の有 効 数 字 の1
増 分 である。変 動 する場 合 は変 動 幅

の半 分  
使 用 範 囲 の下

限  
下 限 は決 められていないが、クラス

A、クラスAAに必 要 な分 解 能 が決 め

られている。  
8 .5で荷 重 範 囲 について決 められて

いる。  

 7 .3でそれぞれの等 級 についてと、下

限 が容 量 の2 %以 上 と決 められてい

る。  

予 備 負 荷   最 大 校 正 力 を少 なくとも2回 負 荷 す

る。保 持 時 間 については明 記 なし。
(7 .4)  

 最 大 校 正 力 を3回 加 える。保 持 時

間 は60秒 から90秒 。  

設 置 変 更   設 置 変 更 は原 則 0°、120°、240
°の3つの設 置 方 向 で行 う。唯 一

の例 外 は、120°毎 に設 置 変 更 で

きない力 計 の場 合 、0°、60°、

300°の3つの設 置 方 向 で行 う。  

 設 置 変 更 は原 則 0°、120°、240
°の3つの設 置 方 向 で行 う。  

校 正 点  可 能 であれば、10  %ごとに均 等 に行

うのが良 いが、必 須 ではない。  
 

校 正 点 数   1回 の校 正 には少 なくとも10の校 正

点 で合 計 30回 の力 を加 える必 要 があ

る。各 校 正 点 では少 なくとも2回 加 え

る必 要 がある。（ 例 ： 校 正 点 10点 であ

れば、設 置 変 更 2回 （ 3方 向 ） で合 計

30回 の力 を加 えることが可 能 ）  
 ただし、限 定 校 正 の場 合 は、各 校 正

点 で少 なくとも3回 加 える必 要 がある。  

 内 挿 校 正 式 を求 める場 合 は8点 以

上 の校 正 点 で、それぞれ3回 の測 定

が必 要 。  

読 み取 り時 間   記 載 は無 いが、負 荷 や除 荷 の時 間

間 隔 や読 み取 りまでの待 ち時 間 でき

るだけ等 間 隔 にすること。  

 次 に荷 重 に到 達 した直 後 から30秒

以 上 経 過 して数 値 を読 み取 り。  

クリープ試 験   最 大 校 正 力 を少 なくとも2回 負 荷 し

た上 で、最 大 力 を5分 間 負 荷 した後 で

すみやかに除 荷 し、除 荷 30秒 後 と

300秒 後 の値 を読 取 る。  
30秒 後 の値 はクリープ回 復 誤 差 の計

算 で使 用 、  
300秒 後 の値 はゼロ戻 誤 差 の計 算 で

使 用 する。  

 最 大 校 正 力 を負 荷 した後 又 は除 荷

した後 の30秒 後 及 び300秒 後 の出 力

を読 取 り。  
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主 な相 違 項 目  ASTM E74  J IS B  7728  
力 計 の誤 差 評

価  
 8 .2 .1 .1  クリープ回 復 誤 差  
 8 .2 .2 .1  ゼロ戻 り誤 差  
 8 .4 ,  8 .5  各 校 正 点 での指 示 値 の

内 挿 校 正 式 からの偏 差 から標

準 偏 差 を計 算 し、LLF(Lower  
L im i t  Fac tor )を求 める。  

 7 .5  力 計 の誤 差 評 価  

等 級 分 類   等 級 はLLF、クリープ回 復 誤 差 、分

解 能 等 から決 まる  
C lass  AA ：  
・ LLFは相 対 値 で0.05 %を超 えない  
・ 力 計 の使 用 範 囲 の下 限 はLLFの

2000倍  
・ 力 計 の使 用 範 囲 の下 限 は分 解 能

の2000倍  
・ クリープ回 復 誤 差 は±0.02%以 内  
・ 温 度 特 性 は0 .01%以 下 (温 度 補 償

機 能 がある場 合 )  
 
C lass  A :  
・ LLFは相 対 値 で0.25 %を超 えない  
・ 力 計 の使 用 範 囲 の下 限 はLLFの

400倍  
・ 力 計 の使 用 範 囲 の下 限 は分 解 能

の400倍  
・ クリープ回 復 誤 差  ±0 .05%以 下  
・ 温 度 特 性 は0 .05%以 下  
(温 度 補 償 機 能 がある場 合 )  

 等 級 は各 誤 差 の許 容 値 と校 正 力

の不 確 かさから決 まる（ 表 2参 照 ）  

校 正 結 果 の不

確 かさ  
 校 正 力 、内 挿 誤 差 （ 再 現 性 を含

む） 、ゼロ戻 り誤 差 の要 因 有 。  
 代 替 指 示 装 置 を使 う場 合 は、代 替

したことの不 確 かさも考 慮 。  

 校 正 力 、再 現 性 、繰 返 し性 、分 解

能 、クリープ、ゼロ点 変 動 、温 度 、内

挿 などの要 因 有 。  

内 挿 校 正 式 の

決 定 法  
 ANNEX A1で規 定 の方 法    

LLF  
(Lower  L im i t  
Fac to r )  

内 挿 校 正 式 を付 与 できる力 計 の場

合 ：  
標 準 偏 差 の2.4倍 。  
標 準 偏 差 は、各 校 正 点 での測 定 値 と

内 挿 校 正 式 から得 られた値 との差 か

ら計 算 する。  
 
限 定 使 用 の力 計 の場 合 ：  
8 .7 .3項 の ( 8 )式 から算 出 する。  
標 準 偏 差 は各 校 正 点 での繰 返 しの

最 小 指 示 値 と最 大 指 示 値 の差 の平

均 に係 数 を乗 じたもの。  
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第 １ ８ 版  主 な改 正 のポイント  

 
①  校 正 手 法 の区 分 の呼 称 「 力 計 」 の技 術 的 要 求 事 項 適 用 指 針 3編 を統 合 するととも

に、様 式 を例 示 集 として切 り出 し。この際 、「 JIS B 7721に準 じる方 法 」 の技 術 的 要

求 事 項 適 用 指 針 では、「 校 正 用 機 器 」 「 校 正 用 支 援 機 器 」 の用 法 が他 2編 とやや

異 なっていたので統 一 。  
②  校 正 事 業 者 が自 ら組 立 てた参 照 標 準 の力 基 準 機 について、試 験 所 間 比 較 の対 象

を力 の特 定 標 準 器 から力 の国 家 標 準 にトレーサブルな装 置 に変 更 。  
③  校 正 証 明 書 の等 級 分 類 の位 置 づけを参 考 情 報 から記 載 事 項 に変 更 。  
④  表 番 号 を修 正 。  

 


